
『種苗法による権利保護について』
農林⽔産省担当官

「⽇本ブランド」の⾼まりにより、⽇本の⾼品質な農林⽔産物・⾷品の輸出は年々拡⼤しており、
それに伴い、「⽇本ブランド」に便乗した模倣を疑う商品が発⾒されています。⼀⽅、⾼品質な
植物新品種や栽培技術の流出、第三者による商標の出願等、本来であれば守るべき⼿段で
ある知的財産権も脅かされているケースもあります。今回のセミナーでは、これらの事例及び対
応策を中心に、海外への輸出促進の取組等にあたって重要な知的財産の保護と活用につい
てお話しします。

農林⽔産知的財産保護コンソーシアム会員、各都道府県の農林⽔産部・農政部担当者、
輸出促進担当者、農林産物及び加⼯⾷品の輸出・知財に関⼼のある事業者、弁理⼠・
弁護士、農林⽔産物等の⽣産者団体、農林⽔産業関係者など

参加申込書

参加ご希望の方は、下記に必要事項をご記載のうえ、１１月２日（⾦）までに
Eメール（maff@mark-i.jp)又はFAX(03-6862-9930)へお申込み下さい。

会社／団体名

部署名 電話番号

参加者氏名 Eメール

参加者氏名 Eメール

お問合せ

※ご記入頂いた個人情報は、本セミナーに関する連絡以外の目的には使用致しません。

■農林⽔産知的財産保護コンソーシアム事務局/株式会社マークアイ（日野・吉田）
TEL: 03-6862-9953 E-mail: maff@mark-i.jp

■会場に関すること 島根県農業技術センター（野津・岸田） TEL：0853-22-6698

農林⽔産知的財産保護コンソーシアムでは、知的財産保護に関する理解を深めることを⽬的に、下記の通り
セミナーを開催いたします。海外への商標出願や模倣品対応など、個別相談会の時間も設けておりますので、知
的財産の有効活用の一環として是非ご参加ください！
*個別相談を希望される方は、事務局まで事前に内容をご連絡いただけますと当日スムーズにご案内ができます。
（メール、お電話、FAX可）

農林⽔産省海外知的財産保護・監視委託事業

平成３０年１１⽉１２日（月）
１４：００〜１５：５０（開場１３：３０）

島根県農業技術センター花振興棟２階大会議室

日 時

講演

対 象



平成３０年度農林⽔産知的財産保護コンソーシアム
知的財産セミナー（於：島根県）開催内容

日 時：平成３０年１１⽉１２⽇(月)１４時００分〜１５時５０分（開場１３時３０分）

＊終了時間は進⾏の状況で変更になることがあります。

場 所：島根県農業技術センター花振興棟２階大会議室

住 所：島根県出雲市⻄新町２丁⽬1035-3

⾏き⽅：JR出雲市下⾞、タクシー15分

JR⻄出雲駅下⾞、徒歩10分

お⾞で山陰道出雲インターより東へ２km

（１）開会・あいさつ 14：00～14：05

（２）講演 14：05～15：35

『種苗法による権利保護について』 農林水産省担当官

(３) 質疑応答 15：35～15：45

(４) 閉会 15：45～15：50

※個別相談会は開会前または17：00～17：15の間で行います。

ご希望の場合は事前にお問い合わせください。

お問合せ

■農林⽔産知的財産保護コンソーシアム事務局/株式会社マークアイ（日野・吉田）
TEL: 03-6862-9953 E-mail: maff@mark-i.jp

■会場に関すること 島根県農業技術センター（野津・岸田） TEL：0853-22-6698


